














議会改革推進特別委員会説明資料（大西委員）

③大学との包括連携協定締結
大学との包括連携協定は、議会と市民の意見交換や市民参画という意味

で重要であり、開かれた議会審議の礎になります。市民の代表たる議員

が市民と一緒になって政策を立案すること、また外部の専門家や学生を

巻き込んで民主主義を体現していくことは重要であり、学生インターン

の活用（学生は大学で単位をもらえる制度）により議会事務での人材を

確保できる。→ あまり議論は必要なく、すぐに実現すべき事項です。

①通年議会制度
市長の議会招集権を制限して、議長が機動的に会議を開催できる仕組み。

このことにより、議会スケジュールを議会側が決めて、執行機関に対し

議会運営の主導権を握る事が出来ます。（議員提案条例制定の簡素化）

②常任委員会制度（５→４に再編）
現在の５常任委員会では、委員数を制限することで午後１時からの開催

となっています。一方で、関係性の高い部署の一元的議論が制限されて

おり、再編が必要です。総務消防委員会では、消防と危機管理。市民文

教委員会では、地域づくりと地域振興、学校と地域。環境厚生委員会で

は、環境と公衆衛生。というように議論の一元化が可能になります。

⑤監査委員条例改正（行政評価を含む）
議会改革における先進事例で、行政評価は最優先課題になっています。

決算の認定における行政評価により、予算編成の方向性を決定し、議会

が執行機関に対し監視機能を発揮することで、市長に予算を調製させる

（市長が好き勝手に予算を調製する訳ではなく、民意を反映させる為の）

仕組みを確立しなければなりません。議会は執行機関より上の最高機関

としての地位を明確にすることが必要である。

④電子議会制度
電子議会とは、単なるペーパーレスだけでなく、電子化により効率性を

高め、議会改革の様々な仕組みを円滑に運営し、平時のみならず、有事

のＢＣＰで議会の継続機能を高める仕組みとして検討する必要がある。
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PDCAサイクルによる奈良市の行財政改革ビジョン 

🔸PLAN 

総合計画（基本構想・基本計画・実施計画） 
🔸DO 

施策・事務事業の企画立案および進捗管理 
🔸CHECK 

監査および行政評価【独立機関の監査委員】 
🔸ACT 

決算審査（認定）および予算提言（改善） 



議会と監査委員の連携および情報共有体制の構築 

🔸監査委員事務局に行政評価室を設置 → 県との共同設置検討 
 （監査室と行政評価室の２室体制にし、決算の監査を厳格化） 
  ※ 事務局職員は独自採用で執行機関との人事交流を制限する。 

🔸議会による行政評価・予算反映を監査委員事務局が支援する 

🔸監査委員条例の改正（定数5に増員、4年の任期制限、事務局） 
   ◎識見委員は3人に増員する。議選委員は法定で2人まで。 
   （会計検査院OBなど監査経験者を識見委員で代表監査委員に） 
      → 会計検査院との連携および情報共有による厳格監査体制 
   ◎任期を4年に制限する事で馴れ合い体質を改善する。 
   ◎事務局職員の独自採用・専門職化で監査機能を強化する。



奈良市監査委員条例 改正案 

（目的） 
第1条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第
202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

（監査委員の定数及び議会選出他委員の数） 
第2条　監査委員の定数は、5人とし、任期は最長で4年とする。再任は認めない。 
2　議会の議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。 
3　識見を有する者のうちから選任する監査委員は、3人とする。また、そのうち
から代表監査委員1人を監査委員の合議により選任し、常勤とする。ただし、特別
の理由があるときは、常勤を2人とすることができる。 

（監査専門委員の選任） 
第3条　監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が他
の監査委員の意見を聴いて、選任する。ただし、監査委員の定数には含まない。 

（監査委員事務局の設置） 
第4条　監査委員に事務局を置く。 
2　事務局の役職を定め、職員は監査委員の合議により代表監査委員が任免する。 
3　事務局職員の定数は、奈良市職員定数条例に定めるところとし、その独立性や
専門性に鑑み、採用及び配属においては特別の配慮を必要とし、市の他の部局との
人事交流を制限する。ただし、民間を含む監査支援機関等との人事交流は活発に行
い、職員の資質向上に努めることとする。 

（包括外部監査及び個別外部監査の契約） 
第5条　市長は、包括外部監査及び個別外部監査の契約締結にあたり、監査委員の
意見を聴いて、その同意に基づき契約内容を決定する。 
2　包括外部監査で外部監査人は、毎年のテーマを監査委員と協議して決定する。 

（行政評価） 
第6条　監査委員及び監査専門委員は、行政評価で市民参画型第三者評価を行う。 
2　事務局に行政評価を担当する部署を設置し、議会による行政評価を支援する。 

（委任） 
第7条　法令又は条例に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、
監査委員が別に定める。


